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○ 震災特例法に関して、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

⑴ 震災関連原状回復費

用に係る損失の繰越し

の特例（震災特例法16

の３①、震災特例法令16

の３、改正法附則145） 

 

○ 棚卸資産等が東日本大震災による損壊等により事業の用に

供することが困難となった場合において、やむを得ない事情に

よりその災害のやんだ日の翌日から３年以内に震災関連原状

回復費用（東日本大震災に関連する次のイからハまでに掲げる

費用その他これらに類する費用をいいます。以下同じです。）

を支出することができなかった法人が、その事情がやんだ日の

翌日から３年以内に震災関連原状回復費用の支出をしたとき

は、その支出をした事業年度において生じた欠損金額のうち、

その震災関連原状回復費用に係る損失の額の合計額に達する

までの金額は災害損失欠損金額とみなすこととされました。 

イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための

費用 

ロ 当該棚卸資産等の原状回復のための修繕費 

ハ 当該棚卸資産等の損壊又はその価値の減少を防止するた

めの費用 

平26.１.１以後の震災関

連原状回復費用の支出

について適用されま

す。 

⑵ 復興産業集積区域等

において機械等を取得

した場合の特別償却又

は法人税額の特別控除

（震災特例法17の２①、

25の２①、旧震災特例法

17の２⑤、25の２⑤） 

  

 

 

（震災特例法令18の２

②、改正震災特例法令附

則③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（震災特例法17の２①表

二、25の２①表二） 

○ 産業集積事業の用に供した機械及び装置に係る即時償却の

措置について、平成28年３月31日まで２年延長されました。 

 

 

 

 

 

 

○ 賃貸住宅供給事業の用に供した被災者向け優良賃貸住宅に

係る措置について、次のとおり改正が行われました。 

イ 被災者向け優良賃貸住宅の要件について、次のとおり見

直しが行われました。 

(ｲ) 各独立部分の床面積について、120㎡以下かつ25㎡以上

（改正前：120㎡以下かつ50㎡以上）とし、床面積が50㎡

未満の各独立部分については、公募においてその賃貸が

単身者に対し優先して行われることが明らかにされてい

るものであることとされました。 

(ﾛ) 共同住宅又は長屋を構成する各独立部分の数につい

て、床面積が25㎡以上のものが10以上又は50㎡以上のも

のが４以上（改正前：50㎡以上のものが10以上）とされ

ました。 

 

ロ 適用期限が平成29年３月31日まで３年延長されました。  

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平26.４.１以後に取得等

をするものについて適

用され、同日前に取得

等をしたものについて

は、従来どおり適用さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

― 

⑶ 被災代替資産等の特

別償却（震災特例法18

①、26①） 

○ 特別償却割合の見直しが行われ、平成26年４月１日から平成

28年３月31日までの間に取得等をする被災代替資産等につい

ては、その区分に応じそれぞれ次の特別償却割合が適用される

こととなりました（平成26年４月１日前に取得等をした被災代

替資産等に適用されている特別償却割合と同じです。）。 

区   分 改 正 後 

建物又は構築物 

（増築部分を含みます。） 

15％ 

（中小企業者等(注)は18％） 

機械及び装置、船舶、航空機又

は車両及び運搬具 

30％ 

（中小企業者等(注)は36％） 

 （注）４ページⅠ２(注１)の中小企業者等と同じです。 

― 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

⑷ 被災者向け優良賃貸

住宅の割増償却（震災特

例法令18の２②、改正震

災特例法令附則③） 

 

（震災特例法18の２①、

26の２①） 

○ 被災者向け優良賃貸住宅について、上記⑵イと同様の要件の

見直しが行われました。 

 

 

 

○ 適用期限が平成29年３月31日まで３年延長されました。 

 

上記⑵イの適用時期等

と同じとなります。 

 

 

 

― 

 

⑸ 再投資等準備金（震災

特例法18の３②四、26

の３⑥七、震災特例法規

６の５の２、９の５の

２、改正法附則148、152） 

○ 適用年度に、特定復興産業集積区域内にある事業所以外の事

業所（東日本大震災復興特別区域法施行規則第17条第２項に規

定する区域外特定事業所に限ります。）を有する事業年度が追

加されました。 

 

平26.４.１以後に開始す

る事業年度分の法人税

について適用され、同

日前に開始した事業年

度分の法人税について

は、従来どおり適用さ

れます。 

⑹ 特定の資産の買換え

の場合の課税の特例（震

災特例法19①⑭、20①、

27①⑭、28①、改正法附

則149、153） 

 

○ 対象となる資産の譲渡及び取得の範囲から非適格現物分配

による譲渡及び取得が除外されました。 

 

平26.４.１以後に行われ

る現物分配により移転

をする資産又は同日以

後に行われる現物分配

により移転を受ける資

産について適用され、

同日前に行った現物分

配により移転をした資

産又は同日前に行われ

た現物分配により移転

を受けた資産について

は、従来どおり適用さ

れます。 

 


